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告 示

�愛媛県告示第４５号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

令和７年１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� ２－（エチルアミノ）－２－（２－フルオロフェニル）シク

ロヘキサン－１－オン及びその塩類

【通称名】２Ｆ－ＮＥＮＤＣＫ、２Ｆ－２ＯＸＯ－ＰＣＥ、２－

ＦＸＥ、２－ｆｌｕｏｒｏｄｅｓｃｈｌｏｒｏ－Ｎ－ｅｔｈｙ

ｌ－ｋｅｔａｍｉｎｅ

� ２－［（４－メトキシフェニル）メチル］－５－ニトロ－１

－［２－（ピロリジン－１－イル）エチル］－１Ｈ－ベンゾ

［ｄ］イミダゾール及びその塩類

【通称名】Ｍｅｔｏｎｉｔａｚｅｐｙｎｅ、Ｎ－Ｐｙｒｒｏｌｉ

ｄｉｎｏＭｅｔｏｎｉｔａｚｅｎｅ

� （８Ｒ）－６－アリル－１－（シクロプロパンカルボニル）

－Ｎ，Ｎ－ジエチル－９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８－カ

ルボキシアミド及びその塩類

【通称名】１ｃＰ－ＡＬ－ＬＡＤ

� （８Ｒ）－１－（シクロプロパンカルボニル）－Ｎ－メチル

－Ｎ－（プロパン－２－イル）－６－メチル－９，１０－ジデヒ

ドロエルゴリン－８－カルボキシアミド及びその塩類

【通称名】１ｃＰ－ＭｉＰＬＡ、１ｃＰ－ＭＩＰＬＡ

２ 指定の理由

愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例第２条第６号の薬物のう

ち、県の区域内において濫用されるおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

令和７年１月２５日

�������
�愛媛県告示第４６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部今治支局商工観

光室並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和７年１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

クスリのアオキ今治城東店

今治市美須賀町二丁目６番１１号

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社クスリのアオキ

石川県白山市松本町２５１２番地

代表取締役 青木 宏憲

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社クスリのアオキ

石川県白山市松本町２５１２番地

代表取締役 青木 宏憲

� 大規模小売店舗の新設をする日

令和７年９月１１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，２８０平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

４２台

イ 駐輪場の収容台数

１８台

ウ 荷さばき施設の面積

２４平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

２４．６立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

発 行 愛 媛 県
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イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時１５分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

令和７年１月１０日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振

興部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から

１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第４７号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第７

条第１項の規定に基づき、次のとおり肥料の登録をした。

令和７年１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４８号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１２

条第２項の規定により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和７年１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４９号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、松山港及び宇和島港港湾施設の概要を

次のとおり公示する。

令和７年１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

松山港

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

港湾管理用資
材倉庫（倉庫
兼移動式待合
室）

松山市海岸通１４５１地先
数量 １基

仕様 Ｌ６，０３２ｍｍ×Ｗ２，４３０ｍｍ
×Ｈ３，４７０ｍｍ

移動式旅客乗
降用施設（伸
縮式屋根付き
通路）

同 上
数量 ３２基

仕様 Ｌ１，２５０ｍｍ×Ｗ２，２２０ｍｍ
×Ｈ２，４８９ｍｍ

移動式旅客乗
降用施設（旅
客分離フェン
ス）

同 上
数量 ３００個

仕 様 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｄ４５ｍｍ×
Ｈ１，１８０ｍｍ

移動式旅客乗
降用施設（旅
客分離コーン
バー）

同 上

数量 コーン３５０個
コーンバー ３５０個

仕様 コーンＨ７００ｍｍ
コーンバー ３４φ×Ｌ２，００

０ｍｍ

宇和島港

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

港湾管理用資
材倉庫（倉庫
兼移動式待合
室）

宇和島市坂下津甲５９９－
１３

数量 １基

仕様 Ｌ６，０３２ｍｍ×Ｗ２，４３０ｍｍ
×Ｈ３，４７０ｍｍ

�������
�愛媛県告示第５０号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局及び市役所におい

て縦覧に供する。

令和７年１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

湊南地区（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和５２年３月愛媛県告示第３３６号）

湊南の項で指定した標柱４号と標柱５号を順次結んだ線、標柱４号

と次に掲げる地番の土地に存する標柱７号から標柱８号までを順次

結んだ線及び標柱８号と標柱５号を結んだ線に囲まれた区域

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和７
年１月
１６日

愛媛県
第１３０３
号

菌体り
ん酸肥
料

ＣＯＥ
ＲＵ

窒素全
量３．０
りん酸
全量
６．０

加里全
量２．５

使用さ
れる原
料、含
有を許
される
有害成
分の最
大量及
びその
他の制
限事項
は、公
定規格
のとお
り

株式会社 日本
有機四国
愛媛県西条市旦
之上乙３０３番地
３

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和１３
年２月
１９日

愛媛県
第１２５５
号

混合有
機質肥
料

粒状混
合有機
質肥料
１号

窒素全
量６．０
りん酸
全量

含有を
許され
る有害
成分の

有限会社 上田
産業
愛媛県八幡浜市
八代６６４番地４

５．０ 最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

市 町 字 地 番 標 柱

今治市 湊町二丁目 庚４７－１ ７、８号
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�愛媛県告示第５１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所、西

条市役所及び愛媛県のホームページ（https://www.pref.ehime.jp/site

/setohou-juurann/９７５０８.html）において告示の日から３週間公衆の

縦覧に供する。

令和７年１月２４日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

ワタキューセイモア株式会社

京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２

代表取締役 村田 清和

２ 事業場の名称及び所在地

ワタキューセイモア株式会社四国支店西条工場

西条市ひうち１８－２４

３ 特定施設に関する事項

� １０６全自動洗濯脱水機

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 排水処理設備

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６７号 洗濯業の用に供する洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１５０キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 令和７年３月２０日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和７年３月２０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和７年３月２１日

特定施設の使用時間間隔 ８：３０～１７：３０

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 春、秋に２０パーセント増加

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９～１１

最大 ９～１１

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１５

最大 １２８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３４

最大 ３７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１．５

最大 １３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０

最大 ４５

設 置 年 月 日 平成１７年９月２２日

処 理 施 設 の 種 類
①活性汚泥処理装置
②フェントン酸化処理装置
③リサイクル設備

処 理 施 設 の 型 式
①活性汚泥処理装置
②フェントン酸化処理装置
③リサイクル設備

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
横１４，０００ミリメートル
縦５８，９５０ミリメートル
高さ５，０００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり９５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥処理、フェントン酸化処理、リ
サイクル設備

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．０～１１．０

最大 ９．０～１１．０

通常 ６．０～８．６

最大 ６．０～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０８

最大 １２０

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３２

最大 ３５

通常 １０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

通常 １０

最大 １０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１

最大 １２

通常 ０．９４

最大 ０．９４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６３４

最大 ９５０

通常 ６３４

最大 ９５０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．６

最大 ６．０～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０
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�愛媛県告示第５２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和７年１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．９４

最大 ０．９４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６３４

最大 ９５０

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－３）第６４８０号 令和３年
１１月４日 ��保工業所 井上まゆり 松山市山越１－１８－２ 令和６年

１２月６日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２）第１０８７４号 令和２年
６月１９日 大野建設 大野 光信 松山市北梅本町２３１１－１ 令和６年

１２月１１日 建築工事業 建設業の廃止

（般－３）第１２５７８号 令和４年
３月１８日 �大雄建設 岡本 博 松山市志津川町２８ 令和６年

１２月１９日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１）第１８４３７号 令和２年
３月２６日 丸壱築炉� 松� 雄一 伊予市下吾川２３２－８７ 令和６年

１２月１９日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１）第１７４４５号 令和２年
２月１９日 �アイホーム 徳永 秀家 松山市東垣生町７１－１ 令和６年

１２月２０日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－３）第７８５６号 令和３年
９月１４日 椿アルミ建材� 村上 �志 松山市居相１－３－１ 令和６年

１２月２３日 建具工事業 建設業の廃止

（般－１）第１１８４２号 令和２年
２月２４日 エイコー技研� 高木 一成 松山市中須賀１－１７－３ 令和６年

１２月２３日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－６）第１８３３３号 令和６年
８月１３日 �ロクマルエンジ 河上 大 松山市�米窪田町３３７－

１ テクノプラザ愛媛内
令和６年
１２月２５日

土木工事業、建築工事業
大工工事業
とび・土工工事業
石工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鋼構造物工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

令和７年１月２４日 発行


